
移送費の取扱いについて 

 

 令和7年7月 1日以降、自家用自動車の利用については、やむを得ず利用しなければなら

なかったものと認められる場合に限り、療養補償の対象として認められることとされました。

そのため、今後は移送費の請求において自家用自動車を利用していた場合には、その理由を

確認することとなりました。 

つきましては、下記の例を参考にやむを得ず利用した理由を移送費明細書の移送費明細

欄、もしくは欄外等に御記載するようお願い申し上げます。なお、理由を御記載いただいても、

補償の対象外となることもございます。予め御了承ください。 

 

例： 

①傷病等の部位及び状況により、公共交通機関の利用が困難であるため。（左足を負傷してお

り、運転は可能であるが、歩くことが困難である場合など） 

②出発地から医療機関までが遠く、周囲に利用できる公共交通機関もないことから、自家用自

動車以外の通院が困難であるため。 

③通勤を自家用自動車で行っており、通勤途中で医療機関を受診しないと診療時間に間に合

わない等、自家用自動車以外の通院が困難であるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自家用自動車をやむを得ず利用

した理由を左の記入例中、移送費

明細欄（赤い丸で囲んだ部分）、も

しくは欄外等に御記載ください。 

理由を御記載いただいても、補償

の対象外となることもございま

す。予め御了承ください。 

（問い合わせ先） 

埼玉県教育局教育総務部 教職員課 

TEL:048-830-6665 


